
2023/8/29

（公告日：2023年8月2日／調達管理番号：23a00510）について、以下のとおり質問(第2回)に回答いたします。
独立行政法人国際協力機構

調達・派遣業務部次長(契約担当）

通番 該当頁 該当項目 質問 回答

1 P.29 機材調達契約約款
第8条 支払（資機材、梱包費及
び輸出通関費等の輸送費）

「JICA 海外向け機材調達の手引き（高額機材）」の条件と同等レベルの前金を認めて頂
けないでしょうか？

【2023年8月16日付No.16回答】
受注者からの要望があれば、契約金額の40%を上限として前払いを認めます。ただし、前払においては、
銀行等による保証書を提出していただきます。

【2023年8月24日付回答追記】
契約締結日から業務完了期限までを履行期間といたします。また、契約金額に、契約期間に占める前払
い対象期間の割合を乗じて得た額を12箇月以内の期間に相当する額とみなします（円未満の端数切り捨
て）。履行開始日より12ヶ月以内の期間に履行する対価の10分の4を上限として前払いを認めます。

（計算式）
前払いの上限額＝　契約金額（円）x　前払いの対象とする期間（日）　x 40%(上限)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約期間（日）

（例）
前払いの上限額＝　契約金額（●●●円）x　前払いの対象とする期間（例：365日）　x 40%(上限)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約期間（例：730日）

2 P.52 機材仕様明
細書

Total Price of the Equipment Trasportation price及びInsuranceは記載不要と理解します。 【2023年8月16日付No.27回答】
機材仕様明細書より輸送費及び保険料は削除いたします。
【2023年8月24日付回答追記】
機材仕様明細書より輸送費及び保険費は削除いたしますが、入札金額は入札説明書第4経費にかかる留意
点及び別紙6に沿って機材代金の他に技師派遣業務費、維持管理指導費及び梱包・FOB出荷国内諸経費を
含め積算ください。

3 P. 40 No. 20 : Applied Voltage or
line terminal AC withstand
(AV) (LTAC) 330 kV winding:
510kV

弊社機器は下記仕様となりますが、問題無いでしょうか？

- 330 kV winding AV test voltage : 185 kVrms
- 330 kV winding LTAC test voltage : 395 kVrms at MV maximum voltage tap
position.

330kV巻線商用周波耐電圧の適用電圧は510kVより大きい必要がありますので、ご提示頂いた仕様では要求仕様
を満たしておりません。

4 P. 41 No. 35: Short-Circuit
Voltage, reduced to 333 МV
А Power at Tap Rated
Voltage
- HV-MV : 10.5% (tolerance
±10%)
- HV-LV : 30.5% (tolerance
±15%)
- MV-LV : 19.0% (tolerance
±15%)

タップ定格電圧での 333МVА電力に低減された短絡電圧は次のとおりですが、問題無い
でしょうか？

- HV-MV : 10.5% (± 10% Tol.)
- HV-LV : 30.5% (± 20% Tol.)
- MV-LV : 19.0% (± 20% Tol.)

短絡時のHV-LV間、MV-LV間電圧許容値は±15%となりますので、ご提示頂いた仕様では要求仕様を満たしてお
りません。

5 P. 41 No. 36: Short-Circuit
voltage of edge taps,
max./min.
- HV-MV : 11.5 / 11.9%
(tolerance ±15%)
- HV-LV : 30.9 / 30.9 %
(tolerance ±15%)
- MV-LV : 17.9 / 27.3%
(tolerance ±15%)

エッジタップの短絡電圧、最大/最小 333MVAベースでは以下の通りとなりますが、問題無
いでしょうか？

- HV-MV : 11.5 / 11.9% (± 15% Tol.)
- HV-LV : 30.9 / 30.9 % (± 20% Tol.)
- MV-LV : 17.9 / 27.3% (± 20% Tol.)

短絡時のHV-LV間、MV-LV間エッジタップ電圧許容値は±15%となりますので、ご提示頂いた仕様では要求仕様
を満たしておりません。

6 P. 43 NO. 70: Cooling System Type:
ONAN/ONAF/OFAF (Combined:
with natural air and oil
circulation / with forced
air and natural oil
circulation / with forced
air circulation and oil
circulation with undirected
oil flow)

.
冷却方式はONAN/ONAF/OFAFではなく、ONAN/ONAF/ODAFでも問題無いでしょうか？

冷却方式はONAN/ONAF/OFAFとなりますので、ご提示頂いた仕様では要求仕様を満たしておりません。

7 P. 46 No. 82: CT for Compensating
winding

補償巻線は単巻変圧器には適用できないため、補償巻線のCT要件については明確ではあり
ません。ご教示の程お願い致します。

単巻変圧器（AT）には補償巻線を付加する必要があります（右図において、KOと記載された巻線が該当しま
す）。補償巻線は、単巻変圧器の一部磁束を補償するため、ロッドやヨークに設置される補助巻線で、外部へ
の接続端子はありません。補償巻線のCTは、変電所における異常発生時に検出するリレーを動作させるため必
要となるものです。

8 NA 項目外質問 タップはHV側で750kVが維持される中電圧巻線用であると理解していますが、正しいで
しょうか？

ご理解の通りです。

9 NA 項目外質問 ICTと位相ユニット間の外部相互接続に障害が発生することは許されないという理解で良
いでしょうか？。

OLTCはATに直接設置されますので、外部接続箇所はございません。移相変圧器（Phase Shifting
Transformer）とATとの接続については、事故発生時の運用を考慮し、OLTCを接続した状態、もしくは中性点
接地いずれの状態においても運転可能となる必要があります。

10 NA 項目外質問 並列運転データは弊社では提供しておりません。 したがって、並列動作を考慮した設計
を行っています。

ATの要求仕様に含まれるパラメーター（各巻線の定格容量、定格電圧、冷却方式、OLTC他）は、既存変圧器の
仕様を考慮の上設定されています。このため、要求仕様を満たすATであれば、設置される変電所において並列
運転動作の可能性を担保することができます。

11 NA 項目外質問 333MVA 750kV ICTの試験は、PSTに接続せずに各変圧器で個別に実行されることを想定し
ています。

ご理解の通りです。

12 NA 項目外質問 ICTは、PSTとISTの両方がGEによって設計および供給される場合の運用にのみ適していま
す。

ATはPSTを接続した状態、もしくは中性点接地いずれの状態においても運転可能となる必要がありますが、PST
の製造メーカーを特定することはできません。

13 N/A 8月16日質問ご回答
通番7及び9

ご回答9番よりウクライナ技師派遣が受注者側の責以外で遅れた場合、出荷国工場で機器
の製造・作業工程や船積は進められるとのことですが、ウクライナ技師派遣が出荷国工場
に来ることができず、製造・作業工程や船積までされた場合、「出荷国における据付指導
費」及び「ウクライナ国内での据付及び維持管理に係る遠隔での指導費」（以下、役務）
は行われず、「据付指導業務中間報告書」が発行されず、ご回答7番の通りこれらの役務
に対するお支払いがされなくなります。
仮に、ご回答9番の通りウクライナ技師派遣が受注者側の責以外で遅れ、これらの役務が
実施されなかった場合、どのように役務費用がお支払いされるのでしょうか。

ウクライナ技師派遣が受注者側の責以外で遅れ、製品出荷国等における対象
機材の据付指導が実施できない場合、据付指導をオンラインで行うなど、発注者と受注者が協議の上、
両者が妥当と判断する場合に据付指導方法や支払い方法について変更いたします。

14 N/A 8月16日質問ご回答
通番6

保証期間に関しましてご回答の「ウクライナ側へ機材を引き渡してから1年」の「ウクラ
イナ側へ機材を引き渡し」は次の内どのタイミングでしょうか。
1．FOB後
2．機材が据付場所へ到着した時
3．ウクライナ国内での据付及び維持管理に係る遠隔での指導終了時

2の機材が据付場所へ到着したタイミングになります。

15 N/A 8月16日質問ご回答
通番15

現状、契約物品分がFOB時に9割を限度に請求でき、残り1割は「ウクライナ国内での据付
及び維持管理に係る遠隔での指導」（以下、遠隔指導）が完了するまでお支払い頂けませ
ん。遠隔指導が受注者の責によらない止むを得ない理由で遅延となった場合、発注者と受
注者が協議の上、妥当と判断し条件を変更するため、「遅延に」期限を設けていただけな
いでしょうか。

例えば、「FOBから３ヶ月以内に遠隔指導が完了しない場合」など

遅延となった場合の期限を設けません。ただし、受注者の責によらない止むを得ない理由で、技師派遣
業務が遅延となった場合には、発注者と受注者が協議の上、両者が妥当と判断する場合に、変更を行う
ことができます。

16 N/A 8月16日質問ご回答
通番20

第6条の対象事象に「戦争」を加える若しくは「戦争と考えられる事象により履行の遅延
又は不履行が起きた際は発注者と受注者が協議の上、両社が妥当と判断する場合に、不可
抗力扱いとする」と加えて頂けないでしょうか。

戦争等の発注者、受注者双方の責に帰すべからざるものは機材調達契約約款第6条のとおり不可抗力とし
て認めます。戦争に起因する事象は「紛争」として扱うため、条文の変更は行いません。

17 N/A 8月16日質問ご回答
通番20

不可抗力条項には不可抗力期間に期限が付き、期限を超えた場合に解除権が認められるの
が一般的（例：FIDIC契約約款）かと存じますが、本件の不可抗力条項に関しましても期
限を設けて頂くよう再度ご検討頂けませんでしょうか。

本件は建設工事等の契約ではないため、不可抗力条項に期限を設けません。

【再公告】ウクライナ国「緊急復旧・復興プロジェクト」向け機材（エネルギー分野）



通番 該当頁 該当項目 質問 回答

18 N/A 8月16日質問ご回答
通番20

不可抗力条項が適用される場合には、契約物品金額の残り1割はお支払い頂けないでしょ
うか。

本案件の支払条件は変更いたしません。ただし、受注者の責によらない止むを得ない理由で、技師派遣
業務が遅延となった場合には、支払い条件について発注者と受注者が協議の上、両者が妥当と判断する
場合に、変更を行うことができます。

19 P.18 技術派遣条件書
4 想定派遣人数、工数
及び
8月16日質問ご回答
通番11

P.18技術派遣条件書には「ウクライナでの据付におけるオンラインサポート30日程度」
（以下、オンラインサポート）とありますが、オンラインサポートが30営業日で終わらな
かった場合、ご回答11番の通り業務完了期限が延長されるのでしょうか。または延滞違約
金を支払うことになるのでしょうか。

受注者の責によらない理由でオンラインサポートが30営業日で終わらなかった場合、発注者と受注者が
協議の上、両者が妥当と判断する場合に、業務完了期限を延長し、変更を行うことができます。

20 N/A 8月16日質問ご回答 保証期間などでメーカーからの提示条件と大きな乖離があるため、条件付きオファー
(Conditional Offer)を認めて頂けないでしょうか。

保証期間についてはJICAが無償資金協力で設定している保証期間を参考に、ウクライナ側と協議・合意
したものになるため、条件付きオファーを認めることはできません。

21 P.12 6. 経費支払方法（成果物との
関係）
（2）技師派遣費

技師派遣費用は、受注者が発注者に据付指導業務完了報告書を提出後となっております。
つまり、「ウクライナ国内での据付及び維持管理に係る遠隔での指導」が完了しないと出
荷国における据付指導費が支払われない条件となっております。しかしながら、ウクライ
ナはまだ戦時下の国であり、中断する可能性も十分に考えられる状況のため、「ウクライ
ナ国内での据付及び維持管理に係る遠隔での指導」と切り離し、出荷国における据付指導
費が支払われる条件にして頂けないでしょうか？

【2023年8月16日付No.7回答】
「出荷国における据付指導費」は据付指導業務中間報告書のご提出をもって支払い、「ウクライナ国内
での据付及び維持管理に係る遠隔での指導費」は据付指導業務完了報告書のご提出後の支払いへ変更い
たします。修正後の入札説明書をご参照ください。
【2023年8月24日付回答追記】
「出荷国における据付指導費」及び「ウクライナ国内での据付及び維持管理に係る遠隔での指導費」は
技師が従事した日数に乗じて支払います。修正後の入札説明書をご参照ください。

22 P.18 技師派遣条件書
2 業務内容
１）製品出荷国等における対象
機材の据付指導

ウクライナ技師派遣が受注者の責によらない理由で遅れた場合、延滞違約金の支払いは免
除して頂けないでしょうか？

【2023年8月16日付No.10回答】
機材調達契約約款の第10条の通り、受注者の責によらない理由で技師派遣が遅れた場合、延滞違約金の
支払いは免除します。
【2023年8月24日付回答追記】
以下１）及び２）の実施完了期限は以下となります。修正後の入札説明書をご参照ください。
１）製品出荷国等における対象機材の据付指導：契約締結後 14.5 ケ月以内
（機材引渡期限は契約締結後 15.5 カ月以内）
２）ウクライナ国内での据付及び維持管理に係る遠隔での指導：ウクライナ側へ機材を引き渡し後1ケ月
以内



入札説明書
【電子入札システム対象案件 

／総合評価落札方式】 

業務名称：【再公告】ウクライナ国「緊急復旧・復興プロジェ 

クト」向け機材（エネルギー分野）

調達管理番号：23a00510 

第１ 入札手続 

第２ 業務仕様書（案） 

第３ 技術提案書の作成要領 

第４ 経費に係る留意点 

第５ 契約書（案） 

別添 様式集 

２０２３年８月２日 

独立行政法人国際協力機構 

調達・派遣業務部 
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第１ 入札手続 

１．公告 

公告日 ２０２３年８月２日 

  調達管理番号 23a00510 

２．契約担当役 

本部 契約担当役 理事 

３. 競争に付する事項

（１）業務名称：【再公告】ウクライナ国「緊急復旧・復興プロジェクト」向け機材

ネルギー分野）
（２）選定方式：一般競争入札（総合評価落札方式）

（３）業務仕様：「第２ 業務仕様書（案）」のとおり

（４）業務履行期間（予定）：2023年 9月下旬から 2026年 3月下旬（30カ月）

（５）取引条件：FOB機材出荷国国際港
（６）機材引渡期限：契約締結後 15.5カ月以内

４. 手続全般にかかる事項

（１） 書類等の提出先

入札手続き窓口、各種照会先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な

場合にはこちらが連絡先となります。

〒１０２-８０１２ 

東京都千代田区二番町５番地２５ 二番町センタービル 

独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課 

【電話】０８０－７１０７－９２４２ 

上記電話番号でつながらない場合には０３－５２２６－６６０９へお

かけください。 

【メールアドレス】e_sanka@jica.go.jp 

※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン

（jica.go.jp）またはメールアドレスを受信できるように設定してくだ

さい。

メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合

せください。

（２）書類等の提出方法

１）入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法

予め機構が設定した締切日時までに必要となる書類の提出、授受は電子入札

システムで行います。ただし、一部書類についてはメールでの提出となりま

す。

詳細は別紙「入札手続・締切日時一覧表」をご覧ください。

２）電子入札による各種書類の授受方法については以下の「電子入札システム

ポータルサイト」をご覧ください。

https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html 

３）書類等の押印省略

https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html
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機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、下見積書、技術提案書、委任

状及び入札書等の提出書類については、全て代表者印等の押印を原則とし

ます。 

ただし、押印が困難な場合は、各書類送付時のメール本文に、社内責任者

の役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内責任者より（もし

くは社内責任者に cc を入れて）メールを送信いただくことで押印に代え

ることができます。1 

５．競争参加資格 

（１）消極的資格制限

以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則（平成１５年

細則(調)第８号）第４条に基づき、競争参加資格を認めません。また、入札

の代理人となること、契約の再委託先または下請負人（業務従事者を提供

することを含む。以下同じ。）となることも認めません。 

１）破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

具体的には、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）または民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）の適用の申立てを行い、更生計画または再

生計画が発効していない法人をいいます。

２）独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程（平成２４

年規程(総)第２５号）第２条第１項の各号に掲げる者

具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成

員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団

等を指します。

３）独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規

程（平成２０年規(調)第４２号）に基づく契約競争参加資格停止措置を受

けている者。

具体的には、以下のとおり取扱います。

a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停

止期間中の場合、本入札には参加できません。 

b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合で

も、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加

できません。 

c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進

めます。 

(２)積極的資格制限

当機構の契約事務取扱細則第５条に基づき、以下の資格要件を追加して定め

ます。

　　１）全省庁統一資格

　　　　令和０４・０５・０６年度全省庁統一資格で「物品の製造」又は「物品の

　　　　販売」の資格を有すること。（等級は問わない）

　　２）日本国登記法人

　　　　日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。

　　３）輸出実績を有する者

1
競争参加資格確認申請書、下見積書は認証済の ICカードより電子入札システムを介して提出されるため、

押印を省略する旨のご連絡は不要です。 
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（３）共同企業体、再委託について

１）共同企業体

共同企業体の結成を認めません。

２）再委託

再委託は原則禁止となります。ただし、業務仕様書に特別の定めがあると

きまたは発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさ

ない補助的な業務に限り再委託は可能です。

（４）利益相反の排除

先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同

様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。

（５）競争参加資格の確認

競争参加資格を確認するため、電子入札システムより以下の１）を提出して

ください。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧くだ

さい。

１）提出書類：

a ）競争参加資格確認申請書（様式集参照）

b ）全省庁統一資格審査結果通知書（写）

c ) 下見積書（「７．下見積書」参照）

２）確認結果の通知

競争参加資格の確認の結果は電子入札システムで確認することができま

す。期日までに結果が通知されない場合は、上記「４．担当部署等（１）

書類等の提出先」にお問い合わせください。

６．その他関連情報 

（１）業務内容説明会の開催

１）日時：別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。

２）場所：Microsoft Teamsを用いて遠隔で実施します。

３）その他：

a )参加希望者は別紙「手続・締切日時一覧」の申請締切日時までに電

子メールにて、社名、参加希望者の氏名、Microsoft Teams接続用の

メールアドレス（２アドレスまで）を連絡願います。

b )業務内容説明会への出席は競争参加資格の要件とはしません。説明 

会に出席していない者（社）も競争への参加は可能です。 

７. 下見積書

本競争への参加希望者は、電子入札システムで競争参加資格確認申請書を提出する

際に、下見積書を PDF等に変換の上、添付ファイルとして提出ください。下見積書に

は、商号または名称及び代表者氏名を明記してください。 

（１）様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。

（２）消費税及び地方消費税の額（以下「消費税額等」）を含んでいるか、消費税額

等を除いているかを明記してください。 

（３）下見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。 
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８. 入札説明書に対する質問

（１）業務仕様書（案）の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、別

紙「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式（別添様式集参照）に記載の 

うえ、メールに添付して提出ください。 

（２）公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断

りしていますのでご了承ください。

（３）上記（１）の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、

以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略し

ます。

https://www.jica.go.jp/chotatsu/buppin/koji2023.html

（４）回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争

参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札

金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。

９．辞退届の提出 

（１）競争参加資格の確認を受けた者が競争参加を辞退するときは、入札書受付締

切日時までに、電子入札システムの「辞退届」提出ボタンから辞退届を提出

してください。

（２）（１）の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入

札において不利益な取扱いを受けるものではありません。 

（３）一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。

１０.技術提案書・入札書

（１）提出方法

提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。

１）技術提案書は GIGAPOD（大容量ファイル送受信システム）経由で提出する

ため、別紙「手続・締切日時一覧」の依頼期限までに提出用フォルダ作成

を「４. 手続全般にかかる事項（１）書類等の提出先」にメールで依頼く

ださい。そのうえで技術提案書は GIGAPOD の専用フォルダにパスワードを

付せずに格納してください。技術提案書 PDF ファイルのアップロード完

了後、格納が完了した旨を４. 手続全般にかかる事項（１）書類等の提出

先までメールでご連絡ください。

２）入札書は、入札書受付締切日時までに電子入札システムの「入札書」に所

定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。なお、総合点が

同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番

号」（３桁の半角数字）を必ず入力してください。また、入札金額は円単位

で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。

（２）その他

１）一旦提出された技術提案書及び入札書は、差し替え、変更または取り消し

はできません。 

２）開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求め

られた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。 

https://www.jica.go.jp/chotatsu/buppin/koji2023.html
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３）技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。

４）入札保証金は免除します。

（３）技術提案書の無効

次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。

１）提出期限後に提出されたとき。

２）提出された技術提案書に記名・押印がないとき。ただし、押印が困難な場

合は、第１入札手続き４.（２）３）を参照の上ご提出ください。 

３）同一提案者から内容が異なる提案が２通以上提出されたとき。

４）虚偽の内容が記載されているとき（虚偽の記載をした技術提案書の提出者

に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります） 

５）前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。

１１.技術提案書の評価結果の通知

技術提案書は当機構において技術評価をします。技術提案書を提出した全者に対

し、別紙「手続・締切日時一覧」に則し、評価結果の合否をメールで通知します。 

通知期限までに結果が通知されない場合は、上記「４．（１）書類等の提出先」まで

メールでお問い合わせ下さい。

１２. 入札執行（入札会）の日時等

当機構契約事務取扱細則第１４条第２項「前項に定める競争入札の執行における

開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システ 

ムにより行うことができるものとする」を適用し、電子入札システムで入札を実施

します。なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締

切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。また、締切時間まで

に再入札もしくは辞退の意思表示がなされない場合には失格となります。

（１）入札開始日時：２０２３年９月１４日（木）１６時００分

（２）再入札の実施

再入札の場合は、電子入札システムにより再入札の指示をしますので、「１

４．入札方法等」をご覧ください。

１３．入札者の失格 

入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合（再入札時の場合も

含む）には入札者を失格とします（入札者側の PCのトラブルによる場合も含

む）。 

１４. 入札方法等

（１）電子入札システムで入札を行います。

（２）入札会の手順

１）開札

入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を

同システム上で入札者に開示します。再入札となる場合には再入札通知

書を発行します。

２）再入札及び不落随意契約交渉

a）開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札
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通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている

入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。 

b）開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに２

回目の再入札を行います。 

c）２回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交

渉に応じて頂く場合があります。 

（３）入札途中での辞退

「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択し

て必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。 

（４）予定価格の範囲内で総合点（技術点と価格点の合計）が同点となった者が２

者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。その場合、入札書提出

時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システム

で自動的に抽選し落札者を決定します。

（５）落札者と宣言された者の失格

落札者と宣言された者について、入札金額が著しく低い等、当該応札者と契

約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し

く不適当であると認められる場合には当該落札者を失格とし、改めて落札者

を決定する場合があります。

１５.入札書の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。

（１）明らかに連合によると認められる入札

（２）条件が付されている入札

（３）その他入札に関する条件に違反した入札

１６. 落札者の決定方法

総合評価落札方式（加算方式）により電子入札システム上で落札者を決定し

ます。

（１）評価項目

評価対象とする項目は、「第３ 技術提案書の作成要領」の別紙５評価表の評

価項目及び入札価格です。 

（２）評価配点

評価は３００点満点とし、

技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ

技術点２００点

価格点１００点

とします。

（３）評価方法

１）技術評価

「第３ 技術提案書の作成要領」の別紙５評価表の項目ごとに、各項目に記

載された配点を上限として、以下の基準により評価（小数点以下第三位

を四捨五入します）し、合計点を技術評価点とします。 
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当該項目の評価 評価点 

当該項目については極めて優れており、高い付加価

値がある業務の履行が期待できるレベルにある。 
９０％以上 

当該項目については優れており、適切な業務の履行

が十分期待できるレベルにある。 

９０％未満 

８０％以上 

当該項目については一般的な水準に達しており、業

務の履行が十分できるレベルにある。 

８０％未満 

７０％以上 

当該項目については必ずしも一般的なレベルに達し

ていないが、業務の履行は可能と判断されるレベル

にある。 

７０％未満 

５０％以上 

当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が

困難であると判断されるレベルにある。 
５０％未満 

なお、技術評価点が５０％、つまり２００点満点中１００点（「基準点」

という。）を下回る場合を不合格とします。不合格となった場合は、「１

０．技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であ

ることが通知され、入札会には参加できません。 

また、WLB等推進企業（女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青

少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動

計画策定企業）への評価については、「第３ 技術提案書の作成要領 ２.

技術提案書作成にあたっての留意事項（２）」をご参照ください。 

２）価格評価

価格評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっ

ては、小数点以下第三位を四捨五入します。

価格評価点＝（予定価格－入札価格）／予定価格×（１００点)

３）総合評価

技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。

（４）落札者の決定

機構が設定した予定価格を超えない入札金額を応札した者のうち、総合評価

点が最も高い者を落札者とします。なお、落札者となるべき総合評価点の者

が２者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。落札者は、入札金

額の内訳書（社印不要）をメールで提出ください。

（５）落札者と宣言された者の失格

入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者につ

いて、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落

札者を失格とし、改めて落札者を確定します。

１）その者が提出した技術提案書に不備が発見され、上述の９．に基づき「無

効」と判断された場合 

２）その者が提出した入札書に不備が発見され、１３．に基づき「無効」と

判断された場合

３）入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取

引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めら

れる場合
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１７.契約書の作成及び締結

（１）落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第５ 契約書（案）」

に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。なお、書

面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。 

（２）契約条件、条文については、「第５ 契約書（案）」を参照してください。なお

契約書（案）の文言に質問等がある場合は、「８. 入札説明書に対する質問」

の際に併せて照会ください。 

（３）契約保証金は免除します。

（４）契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書

に基づき、両者協議・確認して設定します。

１８．競争・契約情報の公表 

本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上

に契約関連情報（契約の相手方、契約金額等）を公表しています。また、一定の

関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を

公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表につ

いて」を参照願います。 

（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html） 

競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせて

いただきます。 

（１）一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表

１）公表の対象となる契約相手方取引先

次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。

a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職している

こと、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職し

ていること 

b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占

めていること 

２）公表する情報

a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名

b )直近 3か年の財務諸表における当機構との間の取引高

c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合

d )一者応札又は応募である場合はその旨

３）情報の提供方法

契約締結日から１ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きま

す。 

（２）関連公益法人等にかかる情報の公表

契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13章第 6節に規定する関連公益

法人等に該当する場合には、同基準第 13章第 7節の規定される情報が、機構

の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。

１８. 安全保障輸出管理

（１）受注者は、その責任において適切な輸出手続きと輸送を行うものとし、全品

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html
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（１）機構が配布・貸与した資料・提供した情報（口頭によるものを含む）は、本

　　　件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、

　　　複写または他の目的のために転用等使用しないでください。 

（２）技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。

（３）落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技

術提案書電子データについては、機構が責任をもって削除します。なお、機

構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提

案書作成者に無断で使用いたしません。

（４）技術提案書の評価結果が不合格であった者の事前提出済み入札書の電子デー

タは電子入札システム上で開札せず、無効として処理します。

（５）技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）」に従い、適切に管

理し取り扱います。 

（６）競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の評価の結果不合格の通知

を受けた者は通知した日の翌日から起算して７営業日以内、入札会で落札に

至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して７営業日以内に、その理由

や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれ

ば「４.手続全般にかかる事項（１）書類等の提出先」までご連絡ください。 

１９. その他

　　　目について、外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）、輸出貿易
　　　管理令（昭和24年政令第378号）、その他の輸出関連法規及び米国輸出規則
　　　（以下、まとめて「輸出規制法規」という。）による輸出規制該当品の有
　　　無を確認し、契約締結から３０日以内にその結果を所定の様式により当機
　　　構に提出するものとします。
（２）受注者は、輸出規制法規による該非の判定に必要な資料（項目別対比表、
　　　パラメーターシート、米国輸出規則の輸出規制品目分類番号（ECCN）等）
　　　を、契約締結後３０日以内に当機構に提出するものとします。
（３）輸出規制法規による輸出許可・承認の取り付けが必要な場合は、受注者が
　　　輸出許可・承認を申請するものとします。当機構は、当該物品の許可・承
　　　認に必要な情報のうち当機構が保有する情報を受注者に提供します。
（４）当該物品の許可・承認の取得が不可能であると判断される場合には、当該
　　　物品及び同物品の使用に不可欠な附属物品の発注を取り止め、当該物品の
　　　契約を解除します。
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第２ 業務仕様書（案） 
本業務仕様書(案)に記述されている「脚注」については、競争参加者が技術提

案書を作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、

契約書附属書Ⅰとして添付される業務仕様書からは削除されます。  

この業務仕様書(案)は、独立行政法人国際協力機構（以下「発注者」）が実施する

「ウクライナ国緊急復旧•復興プロジェクト向け機材（エネルギー分野）」に関する

業務の内容を示すものです。本件受注者は、この業務仕様書(案)に基づき本件業務

を実施します。 

１．業務の背景 

2022 年 2 月 24 日に始まったロシア軍によるウクライナへの侵略は長期化し、同年

10月以降はウクライナ国内の電力・エネルギー関連施設や民間の施設を狙ったミサ

イル攻撃や砲撃等が続いている。2023年 5月時点で停戦の目途はついておらず、戦

闘が継続すれば、被害がさらに増大し支援ニーズも拡大している。

市民生活への影響は甚大であり、シェルターへの避難や計画停電を余儀なくされる

など、本格的な冬が到来した中で人々の生活は益々厳しい状況となっている。戦闘

が継続し、停戦時期が見通せない中ではあるが、国内外に避難した人々の帰還を進

め、社会・経済活動を継続する上でも、戦禍により大きな被害を受けた生活基盤の

復旧を可能な範囲で早急に進める必要がある。また、ロシア軍の攻撃により破壊さ

れた建物・施設・道路等から発生した大量の瓦礫がインフラ復旧・復興の障害とな

らぬよう、早期に除去・処理を進める必要性がある。

かかる背景を踏まえて、ウクライナ政府はインフラ復旧・復興に関する開発調査型

技術協力「緊急復旧・復興プロジェクト」を我が国に要請し、JICAは同プロジェク

トの投入の一部として、破壊されたインフラ等の復旧に資する機材の供与を行うこ

ととした。

２．業務の目的 

ロシア侵攻により、エネルギーインフラが破壊されているウクライナに対して基幹

系統のエネルギー関連資機材の調達、据付指導、資機材の据付・維持管理に係るオ

ンラインでの対応、アフターセールサービス等の役務業務を行うもの。

３．業務期間 

(１)機材引渡期限：契約締結後 15.5カ月以内

(２)履行期間（保証期間終了まで）：2023年 9月下旬から 2026年 3月下旬（30ケ月）

(３)製品出荷国等における対象機材の据付指導：契約締結後 14.5 ケ月以内

(４)ウクライナ国内での据付及び維持管理に係る遠隔での指導：ウクライナ側へ機
材を引き渡し後1ケ月以内

４．業務の内容 
（１）エネルギー関連資機材の調達

別紙１機材仕様明細書に則り対象機材を調達する。取引条件は FOB 出荷港とし、受

注者は別紙２及び３のとおり輸出梱包、輸出通関等を行う。該当機材を本船へ船積

み後、仕向け先までの輸送は発注者が別途手配する輸送会社にて行う。
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（２）資機材の据付指導

機材番号:1 単巻変圧器 750kVA の据付指導を製品出荷国等にて据付指導、及びウク

ライナ国内での据付に係る遠隔での指導を別紙４の技師派遣条件書のとおり行う。

また、製品出荷国等で実施する据付指導の際のウクライナ人技術者の航空券、宿泊、

国内移動等の手配を行う。

（３）資機材の据付・維持管理に係る対応

据付や維持管理状況を踏まえて機材供与後 1 年間の保証期間中の維持管理指導及び

不具合が生じた場合は不具合原因の特定及び不具合解消に向けた支援を行う。なお、

現地渡航は現状不可のため、遠隔での対応とする。なお、下記 1)に係る維持管理指

導に係る人月のみ計上し、不具合が生じたときの対応費用については機材費に含め

ること。

具体的な業務内容は以下の通り。

１）オンラインでの対象機材の維持管理指導等

ウクライナ国内で対象機材の維持管理を実施するために必要となる作業工程と

内容を指導する。変圧器本体並びに補機の日常的な巡視、定期点検の業務内容を

指導する。また、定期点検において不具合が発見された場合や、運用において故

障が発生した場合に必要となる対処方法、パーツ等の交換作業についても指導す

る。なお、右点検作業において測定器等の操作が必要となる場合には、同測定器

の操作方法についても指導する。

２）保証期間内の不具合発生時の不具合原因の特定と不具合解消に向けた支援

保証期間中に不具合が生じた場合、不具合原因を特定し対応方法について指導を

する。資機材に欠陥が発見され尚且つユーザー側の責任により発生した欠陥でな

いことが認められた場合、不具合解消に必要なパーツを供与する。（１）の機材

供与の範囲で供与するスペアパーツで対応ができる場合はこの限りではない。

５．成果物・業務提出物等 

（１）据付指導業務中間報告書：別紙４技師派遣条件書のとおり、ウクライナ国内

で対象機材を据付するために必要となる作業工程と内容及び製品出荷国にて指導し

た内容を指導実施後１か月以内に電子データにて発注者へ提出する。

（２）据付指導業務完了報告書：別紙４技師派遣条件書のとおりウクライナ国内で

の据付に係る遠隔での指導内容を指導実施後１か月以内に電子データにて発注者へ

提出する。

（３）維持管理指導業務完了報告書

保証期間中（ウクライナ側への機材引渡しから 1 年間）の維持管理指導及び不具合

解消対応内容を保証期間終了後 1か月以内に電子データにて発注者へ提出する。

６．経費支払方法（成果物との関係） 

（１）資機材、梱包費及び輸出通関費等の輸送費

受注者は出荷国内の船積み渡し時に対面／オンラインで納入前検査を行い、検査合

格後、発注者は資機材、梱包費及び輸出通関費等の輸送費を支払う。 

（２）技師派遣費

技師派遣費用は、受注者が発注者に据付指導業務中間報告書及び据付指導業務完了
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報告書を提出後、発注者の検査合格後に出荷国における据付指導費及びウクライナ

国内での据付に係る遠隔での指導費を技師が従事した日数に乗じてそれぞれ支払

う。技師派遣にかかる航空券、旅費、その他諸経費に係る経費については、契約金

額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づいて、実費精算する。 

（３）資機材の据付・維持管理に係る対応に係る経費

維持管理指導業務完了報告書を提出後、発注者の検査合格後に実費精算で支払う。

別紙１：機材仕様明細書 

別紙２：梱包条件書 

別紙３：輸送条件書 

別紙４：技師派遣条件書 
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別紙２ 

梱包条件書 

1 マーキング 

梱包ケースの両サイドには、下記のマークをつけること。 

(1)ケース・マーク（黒字）

（Ukrenergo）

(Ukraine) 

（インボイス番号）

C/No. （ケース番号/ケース数）

(2)サイド・マーク(赤字)

TECHNICAL COOPERATION BY THE GOVERNMENT OF JAPAN

(3)CAUTION/CARE MARK(TOP MARK等)

運送途中で取扱注意が必要な場合は、関連マーク（FRAGILE, HANDLE WITH CARE,

THIS WAY UP, CENTER OF GRAVITY等）を見やすい位置に貼付。危険物がある場合

は、安全な梱包とし、危険物である旨マークを貼付すること。温度管理品がある場

合は、温度管理品である旨マークを貼付すること。 

(4)注意事項

① 輸送中での盗難防止のため、梱包ケースにはメーカー名やメーカーのマーク、

MADE IN JAPANの標記等をつけないこと。

② 梱包ケース毎にパッキングリストを作成し、パッキングリストに記載するケー

ス番号と実際のケースに付けるケース番号・内容品は一致させること。

③ 梱包ケース内の各々の包装箱・袋には、契約書中の内訳明細書の該当するアイ

テム番号を付すこと。

2 梱包条件 

ア 海上輸送・航空輸送の共通事項

(1) 仕向地にて大型フォークリフト等がない場合を考慮し、一梱包の重量は単品を

除きできるだけ500kgを超えないようにすること。

(2) その上で、フォークリフトによる積卸しを想定して、梱包ケースには、滑材、

すり材をつけること。

(3) 各個の重量、容積を平均化し、梱包ケース内には緩衝材を入れて、中の資機材

が動揺しないようにすること。また、梱包ケースには必要に応じて重心位置を

示すこと。

(4) 危険物は、国連で定められた輸送用容器（包装・梱包方法）で輸送すること。

(5) 免税通関が完了するまで屋外の保税蔵置場に置かれることもあるため、中の資
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機材が雨水で濡れないよう必要に応じ防水処理を行い、結露による錆びを防ぐ

ための乾燥剤の封入などの対応をすること。 

(6) 精密機械や有効期間があるもののような特別配慮を要する資機材については、

メーカーと相談し、メーカーが機材の特性から本梱包条件書と異なる梱包方法

を提案する場合は、それを採用すること。

(7) 付属品を含む機材は、本体と付属品を原則同じ梱包ケースに含めることとし、

開梱時に機材を容易に判別できるよう配慮すること。

イ 海上輸送梱包

(1) 長期間の海上輸送に適した堅牢かつ取扱上便利な梱包であること。そのため、

原則として、合板密閉梱包とする。梱包に使用する合板は、JAS規格の普通合

板とすること。ただし、機材によっては厳重梱包が必要な場合やパレット梱

包、すかし梱包またはスチール梱包等が良い場合もあるので、メーカーと相談

のうえ適切な梱包とすること。

(2) 木材梱包とする場合は、次の条件によること。

①原則としてJIS Z 1402以上の規格の木箱密閉梱包とする。

②重量が500kg以上かつ長さ15ｍ、幅5ｍ、高さ5ｍ以内の場合は、JIS Z 1403以

上の規格の枠組箱密閉梱包。

③仕向地により国連公表の国際基準（ISPM NO.15）に基づき熱処理・燻蒸などの

必要な処理を行った木材を使用すること。

④熱処理・燻蒸証明書：必要／不要。

(3) 必要に応じ、梱包ケースの側板の上下又は中間、及びふた板の両サイド又は中

間に、胴桟を打ちつけること。

(4) 梱包ケースは、必要に応じ、帯鋼、すみ金、かど金により補強すること。

(5) 電気機器、精密機械、その他特別配慮を要する機材については、真空バリア梱

包とすること。

(6) コンテナによる輸送の場合、20フィートまたは40フィートコンテナの内法寸法

に配慮し、コンテナに納めたときに無駄の少ない大きさで各梱包ケースをまと

めること 。

(7) FCLの場合は、その中の貨物は段ボール箱でもよい場合もあるが、LCLの場合

は、合板密閉梱包又は木材梱包とすること。

(8) 内陸輸送に当たって海上輸送用の梱包ケースを解体する場合に備え、各々のア

イテムの包装をダブルカートン強化段ボール箱等内陸輸送に耐えられるものに

しておくこと。

以上 
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別紙３ 

輸送条件書 

１ 業務内容 

（１）仕向港/到達地空港までの輸送手配

（２）仕向国輸入通関時に必要な書類（領事査証、原産地証明等）の確認と取得手

配

（３）輸出貿易管理令等にかかる取引審査・該非判定、米国再輸出規制にかかる該

当品の有無の確認、及び、該当品がある場合の輸出許可取得手続き

（４）船積書類（B/L／Air Waybill、インボイス、パッキングリスト等）の作成

（５）輸出通関手続き

（６）危険品がある場合の諸手続き

（７）温度管理品がある場合、輸送中（通関手続き中、内陸輸送中含む）の温度管

理に留意すること。

（８）経由国を通過するための諸手続き

（９）上記に付随する業務

２ 輸送条件 

（１）船積港 機材出荷国内の国際港（受注者の手配による）

（２）仕向港 （発注者の手配による）

（３）輸送対象機材

海上輸送：単巻変圧器 750kVA

（４）業務の範囲

船積港における本船への船積みまで

４ 輸送書類 

（１）必要書類と部数

受注者は、以下の書類が発行され次第、発注者に速やかに提出すること。

提出書類名 海上輸送 

① 海上輸送：Bill of Lading * 正 3部、写 3部 

② Invoice ** 正 3部 

③ Packing List 正 3部 

④ 保険証券/Marine Cargo Policy 正 2部、写 1部 

⑤ 海上保険料請求書／Debit Note 正 2部 

⑥ 原産地証明書 正 1部、写 1部 

⑦ 輸送日程報告カード（確定） 写 1部 

⑧ 輸出許可通知書 正 1部、写 1部 

* B/L は荷受人宛の船積港/出発地空港から仕向港/到達地空港2までの一貫した輸送

責任を有する運賃払込済み無故障船荷証券 Clean B/Lとする。

2 仕向港/到達地空港から仕向地までの輸送も受注者が行う場合は、この一文を以下のように

改める。 
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** 書式は受注者のものを使用すること。荷受人宛として受注者署名入りとすること。 

（２）船積書類記載事項

(Consignee)

Ukrenergo 

(Notify Party) 

① Same as consignee

② JICA Ukrain Field Office,

E-mail: Sugimoto.Satoshi@jica.go.jp, Kasai.Katsuya2@jica.go.jp

③ JICA Headquarter

5-25 Nibancho, Chiyodaku, Tokyo

TEL：+81-3-5226-1246

E-mail: Amemiya.Miho@jica.go.jp

(Shipper) 受注者とする。ただし、on behalf of JICAと追記すること。 

(その他) 

以下の文言を記入すること。 

“The above mentioned equipment is to be donated under Technical 

Cooperation by the Government of Japan.” 

以上 

mailto:Amemiya.Miho@jica.go.jp
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別紙４ 

技師派遣条件書 

１ 対象機材：次のとおり。 

⚫ （機材番号:1）単巻変圧器 750kVA

２ 業務内容：  

製品出荷国等における対象機材の据付指導、及びウクライナ国内での据付に係

る遠隔での指導等。 

※ウクライナへの派遣は現状は不可であるところ、第三国及び遠隔での対応を

原則とする。

１）製品出荷国等における対象機材の据付指導

ウクライナ国内で対象機材を据付するために必要となる作業工程と内容を指

導する。変圧器のメインタンク以外のパーツ（ブッシング、ラジエター等）

を組み立て、試験・調整作業を経て完成品として運用に至るまでの作業工程

を確認する。

２）ウクライナ国内での据付及び維持管理に係る遠隔での指導

作業工程としては上記1)と同様であるが、ウクライナ国内での据付時に、実

際の作業環境、作業員の安全確保や必要工具等を確認しながら、作業の進捗

を確認する。

３ 技師の資格 

据付指導、梱包担当技師は、当該分野の実務経験があれば、メーカー所属でな

くても構わない。 

１）据付指導技師：当該分野の実務経験10年以上

２）梱包技師（変圧器本体は、輸送のためメインタンク以外のパーツを取り外

し、梱包して出荷する事になるため、ウクライナ国内で必要となる機材の開梱

を指導）：当該分野の実務経験10年以上

４ 想定派遣人数、工数： 

3名、合計103人日 

  ＜内訳＞ １）据付指導技師  80日間(ウクライナでの据付におけるオンラ

インサポート30日程度含む)

２）梱包技師  20日間 

３）維持管理技師 3日間（オンラインのみ）
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５ スケジュール（案） 

日 業  務  内  容 （案） 

1 組立指導 

2 据付指導 

3 動作検証 

4 操作・保守指導 

5 JICA在外事務所への報告、現地出発 

６ 派遣手続き： 

（１）受注者の責任において、航空便手配、ビザ取得、入国のための手続き、宿舎

手配等を行う。必要に応じ、発注者は側面支援を行う。

ビザ取得：不要

現地受入確認：不要

（２）受注者は、派遣国の安全情報、感染症情報等を確認し、派遣される技師に情

報を提供するとともに、必要な措置を取る。発注者は、必要に応じ派遣国に

おけるJICA安全対策措置や国別生活情報等を受注者に提供する。

（３）受注者は、技師・派遣期間を決定次第、発注者に所定の様式にて連絡する。

記載情報の概要は次のとおり。

・派遣技師：氏名、連絡先等

・所属先：緊急時連絡先等

・派遣日程：旅程、業務スケジュール等

・宿泊先：ホテル名、電話番号等

・海外旅行保険：付保状況

・外務省海外旅行登録（「たびレジ」）：登録状況（英文版は除く）

・国際協力キャリア総合情報サイトPARTNERWeb安全対策研修受講状況

・別添資料：パスポートコピー、海外旅行保険証券コピー

７ 契約に含む費用： 

契約には以下の費用を含む。 

・旅費（航空賃、日本国内交通費、現地交通費、宿泊料等含む）

・人件費

・ビザ等入国のために必要な経費

・業務に必要な工具の運搬費用

・業務に必要な現地で調達する消耗品等の購入費

・ウクライナ研修員の、研修実施国までの渡航費、現地交通費、ホテル代、

日当

・その他必要な経費
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８ 支払： 

技師派遣費用は、受注者が発注者に業務完了報告書を提出後、発注者の検査に

合格したあとに支払われるものとし、前払は不可とする。 

９ 安全対策措置等 

（１） 受注者は、海外に派遣される技師の生命・身体等の安全優先を旨として、

自己の責任と負担において、派遣する技師の勤務上の安全に配慮するととも

に、第三国及び技師の業務場所における治安、災害等に関する情報を継続的

に収集し、必要な安全対策を講じて、派遣する技師の安全確保に努めなけれ

ばならない。受注者は、治安状況の変化その他重要な情報を入手した場合

は、発注者に報告しなければならない。

（２） 発注者は、受注者が派遣する技師の安全確保上重要と思われる情報を入手

した場合は、受注者に対し速やかに提供するものとする。

（３） 受注者は、技師の身体及び財産の安全を確保するために危険地域からの退

避その他の措置（以下「安全対策措置」という。）を実施する場合は、発注

者と協議するものとする。ただし、非常の場合又は危険切迫の場合等におい

て、安全対策措置の速やかな実施について発注者と協議する時間がないとき

は、協議を経ないで安全対策措置を実施することができる。その場合、事後

速やかに発注者に報告しなければならない。

（４） 受注者は、派遣する技師に対し、以下の安全対策措置を講じるものとす

る。

1)技師について、以下の基準を満たす海外旅行保険を付保する。

・死亡・後遺障害  3,000万円 （以上） 

・治療・救援費用 5,000万円 （以上） 

2) 業務を実施する国・地域への到着後、速やかに、滞在中の緊急連絡網を

作成し、発注者の在外事務所等に提出する。なお、技師が3か月以上現地に滞

在する場合は、併せて、在留届を在外公館に提出させる。

3）業務を実施する国・地域への渡航前に、外務省が邦人向けに提供している

海外旅行登録「たびレジ」に、技師の渡航情報を登録する。

4）現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト（国際協力キャリ

ア総合情報サイト PARTNER）上で提供する安全対策研修（Web 版）を派遣する技

師に受講させる。ただし、提供されている研修素材の言語を理解できない技師

については、この限りではない。

5）現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置（渡航措置及

び行動規範）を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。また、発注

者より、同措置の改訂の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、

改訂後の同措置の遵守を徹底する。

6）第2号及び第3号の規定は、日本国籍を持たない技師には適用しない。

（５） 第1項の規定に拘らず、発注者は、受注者の要請があった場合又は緊急か

つ特別の必要性があると認められる場合、受注者と共同で又は受注者に変わ

って、技師に対し安全対策措置のための指示をおこなうことができるものと
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する。 

10 参考情報： 

□図面

□写真

□リスト

□スケジュール表

□その他

以上 
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第３ 技術提案書の作成要領 
技術提案書の作成にあたっては、「第２ 業務仕様書案」に明記されている内容等

を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認く

ださい。 

１.技術提案書の構成と様式

技術提案書の構成は以下のとおりです。技術提案書に係る様式のうち、参考様式

については機構ウェブサイトからダウンロードできます。ただし、あくまで参考様

式としますので、応札者独自の様式を用いて頂いても結構です。技術提案書のペー

ジ数については、別紙５評価表「技術提案書作成にあたっての留意事項」のとおり

です。 

（https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html） 

（１）社としての経験・能力等

１）類似業務の経験

a )類似業務の経験（一覧リスト）・・・・・・・・・（参考：様式１（その１））

b )類似業務の経験（個別）・・・・・・・・・・・（参考：様式１（その２））

２）資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（任意様式） 

（２）業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（任意様式）

１）業務実施の基本方針（留意点）・方法

２）業務実施体制（要員計画・バックアップ体制等）

２.技術提案書作成にあたっての留意事項

（１）技術提案書は別紙５の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する

形で作成いただきますようお願いします。（評価項目、評価基準に対応する記

述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は０点となりますのでご留

意ください。）

（２）WLB等推進企業（女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用

の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業）へ

の評価については、別紙５「評価表」のとおり、評価項目の内、「１．社とし

ての経験・能力等 （２）資格・認証等」で評価しますが、評価表の「評価基

準（視点）」及び「技術提案書作成にあたっての留意事項」に記載の条件を１

つでも満たしている場合には、一律２点を配点します。 

３．その他 

（１）技術提案書は可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて、提出ください。

（２）：ご提案予定の機材の仕様が要求仕様を満たすか第２業務仕様書案 別紙２：

機材仕様明細書に記載し、ご提出ください

（原則各要求仕様を満たすか記載、その他機材のメーカー名等を記載すべき箇所

は自由記述にて記載すること）。 記載例は機材仕様明細書をご参照ください。

別紙５：評価表（評価項目一覧表） 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html


別紙５

評価項目 評価基準（視点） 配点
技術提案書作成

にあたっての留意事項

30

業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施で
きることを証明するために参考となる、応札者の
社としての類似業務の経験、所有している資格等
について、記載願います。

・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野（内容）と形
態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案
件としては、JICA事業におけるエネルギー関連資機材の調達に関する業
務とする。

・2013年から現在までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高
い評価を与える。

・以下の資格・認証を有している場合評価する。

・マネジメントに関する資格（ISO9001 等）

・情報セキュリティに関する資格・認証（ISO27001/ISMS、プライバシー
マーク等）

・その他、本業務に関すると思われる資格・認証

（２）資格・認証等②

【以下の認証を有している、もしくは行動計画の条件を
１つでも満たしている場合には、技術評価点満点100点の場合、一律１
点、満点200点の場合、一律２点とする。】

・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」の
いずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」

・次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定、トライくるみ
ん、プラチナくるみん認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画
策定・周知」

・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」

2

170

業務の実施方針等に関する記述は10ページ以内と
してください。

（１）据え付け体制・計画

ウクライナに技術者を派遣できないことを前提とし、750kvA単巻変圧器
の出荷国での現地据付指導の方法・体制について具体的に提示されてい
るか。また、その他機の遠隔での据付指導及び支援の方法・体制につい
て具体的に記載されているか。

50

業務仕様書案にどのような実施（管理）体制で実
施するか記述してください。

（２）納品・納期
仕様を満たし、具体的な納品方法及び仕様を満たす納期案が提示されて
いるか。ロシアが継続的に電力設備を攻撃していることを踏まえ、早期
納品ができるものに対し高い評価を与える。

40

具体的な納品方法及び対応可能な納期を記載して
ください。（例：発注後●か月後）

（３）納入実績 Ukrenergo向けに応札機材でなくても送変電機材の納入実績があるか。 30

（４）メンテナンス、アフター
セールス体制（予備品の調達を含
む）

ウクライナに技術者を派遣できないことを前提とし、供与機材の遠隔で
のメンテナンス、アフターセールスの方法・体制・計画について具体的
に提示されているか。

50

業務仕様書案にどのような実施（管理）体制で実
施するか記述してください。

評　価　表（評価項目一覧表）

当該業務に最も類似すると思われる実績（5件以
内）を選び、その業務内容（事業内容、サービス
の種類、業務規模等）や類似点を記載ください。
特に、何が当該業務の実施に有用なのか
簡潔に記述してください。

２．業務の実施方針等

１．社としての経験・能力等

（１）  類似業務の経験 25

（２）資格・認証等① 3

資格・認証を有する場合はその証明書の写しを提
出願います。
「※行動計画策定・周知」
・従業員が101人以上の企業には、行動計画の策
定・届出、公表・周知が義務付けられている一方
で、従業員が100人以下の企業には努力義務とされ
ています。
・行動計画策定後は、都道府県労働局に届け出る
必要があります。
・行動計画策定企業については、行動計画を公表
および従業員へ周知した日付をもって行動計画の
策定とみなすため、以下に類する書類をご提出く
ださい。（計画期間が満了していない行動計画を
策定している場合のみに限ります。）
－厚生労働省のウェブサイトや自社ホームページ
で公表した日付が分かる画面を印刷した書類
－社内イントラネット等で従業員へ周知した日が
分かる画面を印刷した書類

23 
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第４ 経費に係る留意点 
１．経費の積算に係る留意点 

経費の積算に当たっては、業務仕様書（案）に規定されている業務の内容を十分

理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下

のとおりです。 

（１）経費の費目構成

当該業務の実施における経費の費目構成は以下のとおりです。以下の費目を含め

第２業務仕様書案及び別紙６積算様式」に沿って入札金額を積算ください。 

①機材代金

②技師派遣業務費及び資機材の据付・維持管理に係る対応

業務従事者ごとに日額単価を設定し、想定する人日を乗じ算出ください。

また、報酬単価には管理的経費も含めて積算ください。

技師派遣にかかる航空券、旅費、その他諸経費に係る経費については、契

約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づいて、実費精算する。

受注者は業務完了にあたって経費精算報告書を作成し、発注者は精算報告

書ならびに証拠書類を検査し、検査結果及び精算金額を通知する。受注者

は同通知に基づき、請求書を発行する。

③資機材の据付・維持管理指導に係る対応

維持管理に係る人日のみ計上し、不具合が生じたときの対応費用について

は機材費に含めること。

④梱包・FOB出荷国内経費

２．請求金額の確定の方法 

経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。 

①機材代金及び③梱包・FOB出荷国内経費

引渡条件を FOB出荷国の国際港とし、発注者は船積み前の出荷国指定場所にて検

査を実施し、該当機材の検査をし、検査結果を通知する。受注者は同通知に基づ

き、請求書を発行する。

②技師派遣費及び④資機材の据付・維持管理に係る対応

受注者は業務仕様書案に記載されている成果品の提出をすること。発注者は成果

品を検査し、検査結果を通知する。受注者は同通知に基づき、請求書を発行する。

３．その他留意事項 

（１）精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足

りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。証拠書類には 、①

日付、②宛名（支払者）、③領収書発行者（支払先）、④受領印又は受領者サ

イン、⑤支出内容が明記されていなければなりません。

（２）受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機

構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができま

す。受注者は、このような事態が起きることが想定された時点で速やかに担

当事業部と相談して下さい。

別紙６：積算様式 



５ 契約書（案） 

機材調達契約書 

１．件 名 ウクライナ国「緊急復旧・復興プロジェクト」向け

機材（エネルギー分野） 

２．物品名及び数量 別添内訳明細書のとおり 

３．仕 様 別添内訳明細書のとおり 

４．取 引 条 件 FOB機材製造国国際港 

５．船 積 港 機材出荷国内の国際港 

６．引 渡 期 限 ２０２４年１２月２５日（予定） 

７．技 師 派 遣 業 務 別添技師派遣条件書のとおり 

８．技 師 派 遣 期 間 ２０＊＊年 月  日～２０＊＊年 月  日 

９．業 務 完 了 期 限 ２０＊＊年  月  日 

10．契 約 金 額 金 円 

頭書記載の物品（以下「契約物品」という。）の調達及び技師派遣業務の実

施について、発注者 独立行政法人国際協力機構と受注者 会社名とはおのお

の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約（以下「本契

約」という。）を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

（契約書の構成） 

第１条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に

掲げる各文書により構成される。 

（１）機材調達契約約款（以下「約款」という。）

（２）附属書Ⅰ「内訳明細書」

（３）附属書Ⅱ「梱包条件書」

（４）附属書Ⅲ「輸送条件書」

（５）附属書Ⅳ「技師派遣条件書」

（契約業務） 

第２条 受注者は、契約物品を頭書に示すところに従い調達し、発注者に引き

渡さなければならない。 

２ 契約物品にかかる提出資料、電源仕様及び梱包の荷印については附属書Ⅰ

「内訳明細書」によるものとする。 

３ 契約物品のうち輸出のために必要な検査を受ける必要のある物品は、受注

25



者が検査料を負担して検査を受け、これに合格したものでなければならない。 

４ 受注者は、附属書Ⅱ「梱包条件書」に基づく十分な輸出梱包を施すものと

する。なお、熱処理が必要な場合は処理の上、その実施に係る証明書を発注

者に提出するものとする。 

５ 受注者は、附属書Ⅲ「輸送条件書」に基づき、契約物品にかかる輸出通関、

船積等輸出手続き、輸送手配（荷卸しの手配含む。）を行うものとする。 

６ 受注者は、船積完了後、発注者に対し速やかに船荷証券、梱包明細書等

（以下「船積書類」という。）を提出しなければならない。 

（引渡方法） 

第３条 受注者は、機材調達契約約款第５条の検査に合格した契約物品につい

て、発注者の指示に従い頭書に定めるところにより仕向(空)港に向けて船積

を実行し、発注者が船積書類を受け取ったときをもって引渡しを完了したも

のとする。 

（輸出管理） 

第４条 受注者は、契約物品について、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法

律第 228 号)、輸出貿易管理令(昭和 24 年政令第 378 号)及びその他の輸出関

連法規による許可・承認の取得並びにアメリカ合衆国による再輸出規制によ

る許可の取得を要するか否かを確認し、発注者に報告しなければならない。 

２ 発注者は、前項による許可・承認の取得を必要とする物品（以下「該当

品」という。）がある場合は、該当品及び同物品の使用に不可欠な附属物品

の発注を当該許可・承認取得後まで留保するとともに、当該物品の引渡期限

について別途定めることができる。 

３ 受注者は、該当品を輸出するため、所定の申請手続を行うものとする。発

注者は、受注者に対して申請に必要な書類を提出し、申請手続に協力しなけ

ればならない。 

４ 発注者は、該当品の許可・承認の取得が不可能であると判断される場合、

該当品及び同物品の使用に不可欠な附属物品の発注を取りやめ、当該物品の

契約を解除することができる。この場合において、当該解除によって生じる

損失は受注者の負担とする。ただし、当該解除が発注者の責による場合は、

発注者が必要な範囲で負担する。 

５ 受注者が第１項に定める報告を怠った結果生じる損害については、受注者

が負担する。 
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（輸入通関） 

第５条 仕向国における輸入通関は、荷受人又は発注者が行う。また、受注者の

責に帰さない事由により生じる超過保管料は、荷受人又は発注者が負担する。 

（天災その他の不可抗力の扱い） 

第６条 自然災害又は暴動、紛争、ストライキ等の人為的な事象であって、発

注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの（以下「不可抗力」という。）に

より、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事

者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知し

なければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可

抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。  

２ 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行

又は契約違反とはみなさない。 

本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証

する 

電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。なお、本契約は、以下の

日付より効力を生じるものとする。 

２０＊＊年  月  日 

発注者 受注者 

東京都千代田区二番町５－２５  （住所） 

二番町センタービル 

独立行政法人国際協力機構 （会社名）  

契約担当役 （代表者役職） 

理 事  理事名 （代表者氏名） 
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機材調達契約約款 

（総則） 

第１条 受注者は、発注者と受注者で別途締結する機材調達契約書（以下「契約

書本体」という。）及び本約款に定めるところに従い、契約書本体頭書に記載する

契約物品（以下「契約物品」という。）を調達し、発注者に引渡し、発注者は、受

注者に対しその対価を支払うものとする。 

２  契約書本体に技師派遣業務等付随する業務（以下「本付随業務」という。）が

規定されている場合、受注者は、契約書本体及び本約款に定めるところに従い

これを完了し、発注者は、受注者に対し、その対価を支払うものとする。 

３  受注者は、契約書本体及び本約款に定めるもののほか、契約書本体第１条

に定める、契約書を構成する各文書に従い調達を行わなければならない。 

４ 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約 

（契約書本体及び本約款に基づく契約を指し、以下「本契約」という。）に基

づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当

該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべ

ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して

行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければ

ならない。 

５ 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本

契約を履行し、本契約の業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約

に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債

務とする。 

６ 受注者は、本契約の業務に関し、発注者が定める「独立行政法人国際協力機構関

係者の倫理等ガイドライン」等の各種ガイドラインを遵守しなければならない。 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 受注者は、発注者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に

より生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承継

させ、又は担保に供してはならない。 

（再委託等の禁止） 

第３条 受注者は、本契約の業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせては

ならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限

りでない。 
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２ 受注者は、前項に基づく発注者の承諾を得て本契約の業務を第三者に委託す

る場合、当該第三者に対し、本契約に基づき受注者に対して課せられる義務と

同等の義務を負わせることとし、当該第三者の義務違反に基づく賠償義務につ

いても連帯して責任を負う。 

（所有権の移転・引渡し及び危険負担） 

第４条 契約物品の所有権は、第５条に従った検査に合格した時に受注者から

発注者に移転し、同時に当該契約物品は、発注者に引き渡されたものとする。 ２

発注者への引渡しが完了する前に生じた契約物品についての滅失、損傷そ 

の他の損害（以下「滅失等」という）は受注者の負担とする。 

３ 前項の滅失等が発注者及び受注者いずれの責めに帰することができない事

由により生じたときは、発注者は、当該契約物品の代金の支払を拒むことがで

きるとともに、本契約を解除することができる。 

（検査） 

第５条 受注者は、発注者への引渡しに先立ち、発注者の検査を受け、これに

合格しなければならない。 

２  受注者は、本付随業務の完了に際し、発注者の指定する者による検査を受

け、これに合格しなければならない。 

３  発注者は、検査を行ったときは、その翌日から起算して１０営業日以内に

検査結果を受注者に通知しなければならない。 

４  受注者は、第１項及び第２項による検査の結果、契約物品に種類、品質又は

数量に関して本契約の内容に適合しないもの（以下、「契約不適合」という）があ

った場合は、発注者は、具体的な契約不適合の内容を示して受注者に通知し、受注者

は、直ちにこれを修補又は代替品を納入し、再度発注者の検査を受けなければな

らない。この場合において、検査結果通知の期日については前項の規定を準用する。 

５ 発注者は、検査の一部を第三者に委任することができるものとする。 

（契約不適合） 

第６条 発注者は、引き渡された契約物品に契約不適合を発見したときは、契約

不適合を知った日から１年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、受注

者に対し、その補修、代替品の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求

することができる。 

２ 前項の履行の追完を催促したにもかかわらず、発注者が定めた期間内に受注

者が履行の追完をしないときは、発注者は、発注者の責めに帰すべき事由によ

る場合を除き、受注者に対し、契約不適合に応じた契約物品の代金減額 
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を請求することができる。 

３ 発注者は、契約物品に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を

知った日から１年以内に受注者に通知した場合に限り、本契約の全部又は一部

を解除することができる。 

４ 本条の規定は、発注者による損害賠償の請求を妨げない。 

（契約保証金） 

第７条 発注者は、受注者に対し契約保証金を免除する。 

（支払） 

第８条 受注者は、発注者への契約物品の引渡しが完了したときは、発注者に契

約書本体頭書の契約金額（以下「契約金額」といい、本契約に従って契約金額

の変更があった場合には、変更後の契約金額を指すものとする。）の支払を請求書

により請求することができる。ただし、本付随業務がある場合は、当該業務が

完了するまでは、契約金額から当該業務の対価を差し引いた金額の９割を請求

金額の上限とする。 

２ 発注者は、契約書本体頭書の定めにより分割納入する場合であって、受注者

から請求書により請求があったときは、その都度既納部分に対する金額を支払

うことができる。この場合における支払については前項の規定を準用する。 

３  受注者は、本付随業務の完了後、第５条第２項の検査に合格したときは、 

発注者に当該業務に対する対価の支払を請求書により請求することができる。 

４  発注者は、受注者より適法なる支払請求書を受領した日から３０日以内に

当該請求金額を受注者に支払うものとする。 

５ 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の請求書の内容の全部又は一部

に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付

することができる。この場合において、当該請求を返付した日から是正された

支払請求を発注者が受領した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数

に算入しないものとする。 

（支払遅延利息） 

第９条 発注者は、前条に規定する支払期間内に支払をしないときは、天災地変

その他発注者の責めに帰すことのできない事由による場合を除き、受注者に対

して、その期間満了の日の翌日から起算して支払をした日までの日数に応じ、

遅延金額に対して履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止

等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）に規定する利率（以下「本利率」とい

う。）で計算した支払遅延利息を支払うものとする。ただし、遅 
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延利息に１円に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。 

（期限延長と延滞違約金） 

第１０条 受注者の責めに帰する事由により受注者が契約書本体頭書の引渡期

限までに（引渡期限日を含む。）引渡しができない場合であって、一定期間後に引

渡しができる見込みがあるときは、発注者は、受注者に延滞違約金の支払いを

請求するとともに、引渡期限の延長を認めることができる。 

２ 本付随業務がある場合、受注者の責めに帰する事由により受注者が契約書本

体頭書の業務完了期限（業務完了期限日を含む。）までにこれを完了することがで

きない場合であって、一定期間後に完了できる見込みがあるときは、発注者は、

受注者に延滞違約金の支払いを請求するとともに、業務完了期限の延長を認め

ることができる。 

３ 前二項の延滞違約金の額は、契約金額のうち、当該期限までに引渡し又は

本付随業務を完了していたら支払うべき金額に対し、遅延日数に応じ、本利 

率で計算した額とする。ただし、端数計算については前条の規定を準用する。 ４

前項の規定にかかわらず、天災地変その他受注者の責めに帰することので

きない事由によるときは、発注者は、受注者に延滞違約金を請求しないもの 

とする。 

５ 契約書本体頭書において分割納入とする場合であって、受注者が分割納入毎

の引渡期限内に納入できないとき、又は、契約書本体頭書において本付随業務

の期限を複数回設定している場合であって、受注者がそれぞれの期限までに当

該業務を完了できないときは、前項までの適用を受けるものとする。 

（重大な不正行為に係る違約金等） 

第１１条 受注者（共同企業体にあっては、その構成員を含む。以下、本条及び

次条において同じ。）が、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の

解除権行使の有無にかかわらす、受注者は、各号のいずれかに該当するごとに、

契約金額の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に

支払わなければならない。 

（１） 次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指示を受けた者が刑法（明

治 40 年法律第 45 号）第 198 条（贈賄）に違反する行為を行い刑が確定したと

き。 

ア 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的

イ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする

契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的（本契約の履行

期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受け

た金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。） 
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（２）本契約に関し、受注者又は受注者の意を受けた関係者が本契約の業務に関し、私

的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占

禁止法」という。）第３条、第６条又は第８条に違反する行為を行い、公正取引

委員会から独占禁止法第７条又は第８条の２（同法第８条第１号若しくは第２

号に該当する行為の場合に限る）の規定による排除措置命令を受け、又は第７

条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規

定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。 

（３） 公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の

業務の実施に関して独占禁止法第７条の２第 18 項の規定による課徴金の納

付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（４） 受注者又はその意を受けた関係者（受注者又は当該関係者が法人の場合は、

その役員又は使用人）が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の６ 

（公契約関係競売等妨害）、独占禁止法第 89 条第１項又は同法第 90 条１号及

び２号に違反する行為を行い刑が確定したとき。 

（５） 第１号、第２号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者

（受注者が共同企業体である場合は、当該共同体の構成員のいずれか）が認め

たとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を

行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適

切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受

注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ

発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を

講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額すること

ができる。 

２ 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、

同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、

減額後の金額は契約金額の 10 分の２を下ることはない。 

３ 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超える

ときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求するこ

とができるものとする。 

４ 前三項に規定する違約金及び賠償金は第 12 条の２に規定する違約金及び

賠償金とは独立して適用されるものとする。 

５ 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれ

かが次の各号のいずれかに該当するときは、第１条第５項の規定にかかわらず、

発注者は、当該構成員に対して第１項から第３項までに規定する違約金及び賠

償金を請求せず、又は当該債務の一部を免除することができる。ただし、第２

号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を 
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怠ったものについては、この限りでない。 

（１）第１項第１号又は第４号に該当する場合であって、その判決内容等におい

て、違反行為への関与が認められないとき。 

（２）第１項第５号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員

が、当該違反行為に関与していないと認めた者 

６ 前項の適用を受けた構成員（以下「免責構成員」という。）がいる場合は、当該共

同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の金額を連帯し

て支払う義務を負うものとする。 

７ 前各項の規定は、本契約が終了した後も引き続き効力を有するものとする。 

（発注者の解除権） 

第１２条 発注者は、受注者が次に掲げる各号の一に該当するときは、本契約を

催告を要せずして解除することができる。 

（１）第１０条による引渡期限延長の場合を除き、受注者の責めに帰すべき事由

により、受注者が契約書本体頭書に定められた引渡期限内に契約物品を引き渡

すことができないとき、又はその見込みがないと発注者が認めたとき。 

（２）第１０条による業務完了期限の延長の場合を除き、受注者の責に帰する事

由により、受注者が、契約書本体頭書に定められた業務完了期限までに本付随

業務を完了できないとき、又はその見込みがないと発注者が認めたとき。 

（３）受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成すること

ができないと認められるとき。 

（４）受注者が次条第１項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、

本契約の履行を果たさないとき。 

（５）受注者に不正な行為があったとき。

（６）受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特

別清算等の手続き開始の申し立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の

事実があったとき。 

（７）受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に

違反したとき。 

（８）受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下

本号及び第１１条第１項において同じ。）が、次に掲げる各号の一に該当すると

き、又は、次に掲げる各号の一に該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報

道（ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認

められている報道に限る。）があったとき。 

イ 役員等（受注者個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合に

はその役員又はその支店若しくは事務所の契約を締結する代表者をい
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う。以下本条において同じ。）が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総

会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等（各用語の意義は、独立行

政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程（平成 24 年規 

程（総）第 25 号）に規定するところによるものとし、これらに準ずるもの

又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。）であると認められ

るとき。 

ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者であると認め

られるとき。

ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利

益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利

用するなどしているとき。

ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供

給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維

持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

ヘ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力であることを知りなが

らこれを不当に利用するなどしているとき。

ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難される

べき関係を有しているとき。

チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相

手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契

約を締結したと認められるとき。

リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物

品購入等にかかる契約の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除

く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに

従わなかったとき。

ヌ その他受注者が東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共

団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。

（９）契約物品が、特許法、著作権法等の法令に違反することが判明したとき。 

（１０）受注者が前条第１項各号の規定の一に該当する行為があったとき。

（契約が解除された場合等の違約金） 

第１３条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、発注者に

対し、契約金額の 10 分の２に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間

内に支払わなければならない。 

（１）前条第１項の規定により本契約が解除された場合

（２）受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由に
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よって受注者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第２号に該当するも

のとみなす。 

（１） 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成

16 年法律第 75 号）の規定により選任された破産管財人 

（２） 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法

（平成 14 年法律第 154 号）の規定により選任された管財人 

（３） 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法

（平成 11 年法律第 225 号）の規定により選任された再生債務者等 

（発注者の任意解除権） 

第１４条 発注者は、契約物品が引渡されるまでの間は、第 12 条の規定によるほ

か、必要があるときは、本契約を解除することができる。 

２  発注者は、前項の規定により本契約を解除したことにより受注者に損害を

及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（受注者の解除権） 

第１５条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本契約の業務を

完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。 

２  前項の規定により本契約を解除した場合においては、発注者は、受注者に

対し契約金額の 10 分の 2 に相当する違約金を支払う。 

（賠償金等） 

第１６条 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定す

る期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定す

る期間を経過した日から支払の日まで本利率で計算した利息を付した額と、発

注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払い

を請求することができる。 

２ 前項の請求をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき本利率で

計算した額の延滞金の支払いを受注者に請求する。なお、端数計算については

第９条の規定を準用する。 

（解除に伴う措置） 

第１７条 発注者は、本契約が解除された場合においては、既に納入を受けた契

約物品又は発注者が認める期間内に納入を受ける契約物品につき、これを検査

し、検査に合格したものについては引渡しを受けるものとし、本契約の業務の

出来高部分について、検査を終了したものについては、引渡しを受け 
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ることができるものとする。 

２  前項の引渡しを受けた場合は、発注者は、当該契約物品又は出来高部分に

相当する契約金額を支払うものとする。 

（不正行為等に対する調査・措置） 

第１８条 受注者が、第１１条第１項各号又は第１２条第１項各号に該当する疑

いがあると認められる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その

結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は、正当な理由なくこれ

を拒否してはならない。 

２ 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を確認し、不正などの行為

の有無を判断する。この場合において、発注者が調査のために必要であると認

めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査

を受けることができる。受注者は、正当な理由なくこれを拒否してはならない。 

３ 発注者は、第 11 条第１項各号又は第１２条第１項各号に該当する不正等の事実

を確認した場合は、必要な措置を講じることができる。 

４ 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表す

ることができる。 

（秘密の保持） 

第１９条 受注者は、本契約の業務の実施上知りえた非公開の情報を秘密とし

て保持し、これを第三者に開示してはならない。 

２  前項の規定は、本契約が終了した場合においても引き続き効力を有するも

のとする。 

（契約の公表） 

第２０条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の氏名及び住所等が

一般に公表されることに同意する。 

２ 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項

に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意する。 

（１）発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること又は発注

者において課長相当職以上の職を経験し、かつ受注者の役員等として再就職し

ていること 

（２）発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めてい

ること 

３ 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりと 
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する。 

（１）前項第１号に規定する再就職者に係る情報（氏名、現在の役職、発注者にお

ける最終職名） 

（２）受注者の直近３ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高 

（３）受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合 ４

受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人 

等に該当する場合には、受注者は、同基準第 13 章第 7 節に規定される情報が、

発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意する。 

（合意管轄） 

第２１条 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合には、当該紛争の内容や形式如

何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所と

する。 

（準拠法等） 

第２２条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとす

る。 

２  本契約には、国際物品売買契約に関する国際連合条約（ウィーン売買条約）の適用は

一切排除されるものとする。 

（契約外の事項） 

第２３条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合に

は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、書面によりこれを定める。 



別添 

様式集 
＜参考様式＞ 

■入札手続に関する様式

1. 競争参加資格確認申請書

2. 委任状

3. 質問書

■技術提案書作成に関する様式

1. 技術提案書表紙

2. 技術提案書参考様式（別の様式でも提出可）

以上の参考様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様

式」→「様式 一般競争入札：総合評価落札方式（国内向け物品・役務等）」よりダウンロードで

きます。 

（https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html ） 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html


別紙

手続・締切日時一覧 (23a00510) 公告日 2023/8/02

メール送付先 e_sanka@jica.go.jp

No. 入札説明書該当箇所 授受方法 提出期限、該当期間 メール件名 備　考

1 業務内容説明会の参加申請 メール
2023/08/07(月)13:00-14:00に開催、
2023/08/07(月)11:00までに申請

【参加依頼】（調達管理番号）_（法人名）
_業務内容説明会

-

2 入札説明書に対する質問（1回目）の提出 メール 公告日から2023/08/9(水)15:00まで
【質問】（調達管理番号）_（法人名）_入札説
明書

-

3 質問に対する機構からの回答掲載（1回目） - 2023/08/16(水)まで -
機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載
はありません。

4 入札説明書に対する質問（2回目）の提出 メール 公告日から2023/08/23(水)10:00まで
【質問】（調達管理番号）_（法人名）_入札説
明書

-

5 質問に対する機構からの回答掲載（2回目） - 2023/08/29(火)まで -
機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載
はありません。

6 競争参加資格申請書・下見積書の提出 電子入札システム 2023/09/1(金)正午まで - 受領結果を電子入札システムより通知します。

7 競争参加資格確認結果の通知 電子入札システム 2023/09/4(月)まで - 確認結果を電子入札システムより通知します。

8 技術提案書のGIGAPODフォルダ作成依頼 メール 2023/09/5(火)から2023/09/8(金)正午まで
【作成依頼】技術提案書提出用フォルダ_（調達
管理番号）_（法人名）

期日までに技術提案書のGIGAPODフォルダ作成依頼
をお願いいたします。

9 技術提案書の提出 GIGAPOD 2023/09/11(月)正午まで -
技術提案書は電子提出方法の案内に基づきパス
ワードを付せずにGIGAPODへ格納してください。

10 技術提案書の格納完了の連絡 メール 2023/09/11(月)正午まで
【格納完了】（調達管理番号）_（法人名）
_技術提案書

-

11 入札書の提出 電子入札システム 2023/09/11(月)正午まで -
入札書については、電子入札システムの所定の項
目を入力ください。

12 技術提案書の評価結果の通知 メール 2023/09/19(火)まで - -

13 入札執行（入札会）の日時及び場所等 電子入札システム 2023/09/26(火)16:00 -
入札結果については電子入札システムより通知し
ます。
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